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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して医用情報端末と接続され、前記医用情報端末からの入力に応じた
医用情報を送信するシンクライアント環境の医用情報管理装置であって、
　前記医用情報端末に外部記憶媒体が装着された時に該医用情報端末の識別情報及び該外
部記憶媒体の情報を前記医用情報管理装置へ通知する監視プログラムとデータ保存を実行
させる保存実行プログラムとを記憶するプログラム記憶手段と、
　前記医用情報を記憶する医用情報記憶手段と、
　特定の該医用情報端末へ前記監視プログラムを送信し該医用情報端末に該監視プログラ
ムを実行させることにより、実際に前記外部記憶媒体が装着されたときに前記通知を受け
る監視手段と、
　特定の医用情報端末における既存の外部記憶媒体の情報を取得する端末情報取得手段と
、
　前記特定の医用情報端末からの前記医用情報の保存命令を受けて、前記医用情報の選択
可能な保存先として前記既存の外部記憶媒体及び前記監視手段から取得した後付けの前記
外部記憶媒体の情報を前記特定の医用情報端末に送信し、該医用情報端末の表示手段に表
示させる表示制御手段と、
　前記表示された前記既存の外部記憶媒体又は前記後付けの外部記憶媒体への前記医用情
報の保存命令を受けて、該医用情報及び前記保存実行プログラムを前記特定の医用情報端
末へ送信し該保存実行プログラムを実行させることにより、前記医用情報を前記既存の記
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憶媒体又は前記後付けの外部記憶媒体に保存させる送信保存手段と、
　を備えたことを特徴とする医用情報管理装置。
【請求項２】
　前記表示された前記既存の記憶媒体又は前記後付けの外部記憶媒体への前記医用情報の
保存命令を受けて、該保存命令に対応する前記医用情報記憶手段に記憶されている医用情
報を保存先の前記外部記憶媒体に保存可能な形式に変換し保存可能データを作成する形式
変換手段をさらに備え、
　前記送信保存手段は、前記医用情報として前記保存可能データを前記特定の医用情報端
末に送信し記憶させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の医用情報管理装置。
【請求項３】
　前記プログラム記憶手段は、前記医用情報端末のＯＳの種類毎に対応した複数の保存実
行プログラムを記憶しており、
　前記端末情報取得手段は、前記特定の医用情報端末で動作するＯＳの種類の情報を取得
し、
　前記送信保存手段は、前記特定の医用情報端末で動作するＯＳの種類に対応する前記保
存実行プログラムを前記プログラム記憶手段から取得して送信する、
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の医用情報管理装置。
【請求項４】
　操作者の識別情報に対応する使用可能な前記外部記憶媒体の種類を記憶するメディア記
憶手段と、
　前記特定の医用情報端末から操作者の識別情報を取得し、前記メディア記憶手段を参照
して、該操作者が使用可能な前記外部記憶媒体の種類を識別する使用可能メディア識別手
段と、をさらに備え、
　前記表示制御手段は、前記操作者が使用可能な前記外部記憶媒体を識別可能に前記表示
手段に表示させる、
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか一つに記載の医用情報管理装置。
【請求項５】
　ネットワークを介して医用情報端末と接続され、前記医用情報端末からの入力に応じた
医用情報を送信するシンクライアント環境の医用情報管理装置であり、前記医用情報端末
に外部記憶媒体が装着された時に該医用情報端末の識別情報及び該外部記憶媒体の情報を
自己へ通知する監視プログラムとデータ保存を実行させる保存実行プログラムと、前記医
用情報とを記憶している前記医用情報管理装置を、制御する医用情報管理方法であって、
　特定の医用情報端末へ前記監視プログラムを送信する監視プログラム送信段階と、
　前記特定の医用情報端末における既存の記憶媒体の情報を取得する端末情報取得段階と
、
　前記特定の医用情報端末において前記監視プログラムを実行する段階と、
　前記特定の医用情報端末に前記外部記憶媒体が装着されたときに前記監視プログラムか
ら前記通知を受信する段階と、
　前記特定の医用情報端末からの前記医用情報の保存命令を受けて、前記医用情報の選択
可能な保存先として前記既存の記憶媒体及び前記監視プログラムから通知された後付けの
前記外部記憶媒体の情報を前記特定の医用情報端末に送信し、該医用情報端末の表示手段
に表示させる表示制御段階と、
　前記特定の医用情報端末から前記表示された前記既存の記憶媒体又は前記後付けの外部
記憶媒体への前記医用情報の保存命令を受ける段階と、
　前記保存命令を受けて、前記医用情報及び前記保存実行プログラムを前記特定の医用情
報端末へ送信し、該保存実行プログラムを実行させ前記医用情報を前記既存の記憶媒体又
は前記後付けの外部記憶媒体に保存させる送信保存段階と、
　を有することを特徴とする医用情報管理方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医用画像データなどを含む医用情報を保存及び管理を行う医用情報管理装置
及び医用情報管理方法に関する。さらに詳しくは、データ処理を集中させたサーバであっ
て、該環境下での医用情報の保存管理を行う技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、超音波診断装置、Ｘ線ＣＴ装置、ＭＲＩ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ Ｒｅｓｏｎａｎｃ
ｅ Ｉｍａｇｉｎｇ）装置、或いは、ＣＲ（Ｃｏｍｐｕｔｅｄ Ｒａｄｉｏｇｒａｐｈｙ）
装置などの画像診断装置が広く普及している。これら画像診断装置は被検体の撮像を行い
、医用画像（診断画像）を生成する装置である。一方、ＤＩＣＯＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｉ
ｍａｇｉｎｇ ａｎｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ ｉｎ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）規格により
医用データの通信における標準化が整備されてきている。そして、全ての画像診断装置が
この規格を採用することにより、画像管理サーバ或いは画像表示装置及び画像形成装置と
の接続が容易となった。また、ネットワークコンピュータ技術の向上及び低価格化が進む
とともに、電子保存に対する法的整備もなされた。これらの背景のもと、医用画像を管理
、ファイリングするＰＡＣＳ（Ｐｉｃｔｕｒｅ Ａｒｃｈｉｖｉｎｇ ａｎｄ Ｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ）の導入が増加している。そして、このような環境にお
いて、放射線部門内で利用されていた医用画像は、院内、他施設への転送・利用へと拡大
している。
【０００３】
　そして、医用画像の利用が拡大するに従い、実際に画像を表示するためのワークステー
ションなどの医用情報端末（クライアント）の導入数が増大する傾向にある。このため、
医用情報端末の一台当たりの価格を抑える必要が出てきた。また、各医用情報端末が独自
に重要な情報を保管しているなどの場合には、その医用情報端末の使用におけるセキュリ
ティの問題が発生する。そして、多数の医用情報端末を使用する場合、そのようなセキュ
リティの問題はより深刻になる。そこで近年、医用画像データなどを含む医用情報を一元
管理するとともに、医用情報に対する演算処理などのデータ処理を医用情報管理装置（以
下では、「サーバ」ということがある。）側で行い、医用情報端末側ではデータ処理は行
わないデータ処理集中型のシステムであるシンクライアント（Ｔｈｉｎ　Ｃｌｉｅｎｔ）
システム（「シンクライアント環境のシステム」ともいう。）が導入されてきている。一
般にこのシンクライアント環境では医用情報端末は最低限の能力のみを有すればよく、価
格を抑えられるとともに、医用情報の保持及び処理を行わないためセキュリティの強化を
することが可能になるとされている。
【０００４】
　上述のように、シンクライアント環境を導入している医用施設では医用画像データなど
の医用情報は医用情報端末側には保存されることはない。たとえば、医用画像データは画
像サーバに保存されることになる。
【０００５】
　また、診断結果の説明や患者の健康への注意促進などのため、病院内で生成された医用
画像などの医用情報を患者に渡すためリムーバブルメディア（外部記憶媒体）に医用情報
を保存する技術（例えば、特許文献１号参照。）が提案されている。この様な場合、医用
画像データをＣＤ、ＤＶＤ、又はＵＤＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｓｅｒｉａｌ Ｂｕｓ）メ
モリなどの記憶媒体に保存し、その記憶媒体を患者に渡すことになる。
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－１４０６８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１に記載されている技術では、シンクライアント環境下での外部記憶
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媒体への医用情報の保存は考慮されていない。すなわち、シンクライアント環境を導入し
ている医用施設では、医用情報管理装置（サーバ）に保存されている医用情報を上述のよ
うな外部記憶媒体に保存したい場合、医用情報管理装置のハードウェアもしくは医用情報
管理装置に直接接続されているハードウェアを使用して医用情報管理装置上で医用情報の
外部記憶媒体への保存を行うことが主であった。しかし、医用情報の保存をすべて医用情
報管理装置で実施する場合、医用情報管理装置のハードウェアや医用情報管理装置に直接
接続されているハードウェアの使用状況に応じた予約管理などが煩雑となる。これは、医
用情報管理装置に接続されている医用情報端末が増大するに従いより深刻となる。
【０００８】
　また、医用情報管理装置側では医用情報端末に接続されている記憶媒体の状態が把握で
きない。さらに、医用情報端末へ医用情報を保存する場合、その保存方法（保存形式など
）は医用情報端末の仕様（ＯＳなど）に依存する。そのため、医用情報端末に接続されて
いる外部記憶媒体に医用情報管理装置に保存されている医用情報を保存しようとした場合
、一度医用情報端末へ医用情報をエクスポートし、医用情報端末に該医用情報を保存し、
その後医用情報端末を操作して医用情報の外部記憶媒体への書き込みが行われることにな
る。この様に、一度医用情報端末上に医用情報が保存された場合、その医用情報端末にお
いて外部から医用情報にアクセスできる状況が発生するため、システムとしてのセキュリ
ティの弱体化が発生してしまう。
【０００９】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、医用情報管理装置の管理の下で直
接医用情報端末に接続されている記憶メディアに医用情報の保存を行う医用情報管理装置
を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために請求項１に記載の医用情報管理装置は、ネットワークを介し
て医用情報端末と接続され、前記医用情報端末からの入力に応じた医用情報を送信するシ
ンクライアント環境の医用情報管理装置であって、前記医用情報端末に外部記憶媒体が装
着された時に該医用情報端末の識別情報及び該外部記憶媒体の情報を前記医用情報管理装
置へ通知する監視プログラムとデータ保存を実行させる保存実行プログラムとを記憶する
プログラム記憶手段と、前記医用情報を記憶する医用情報記憶手段と、特定の該医用情報
端末へ前記監視プログラムを送信し該医用情報端末に該監視プログラムを実行させること
により、実際に前記外部記憶媒体が装着されたときに前記通知を受ける監視手段と、特定
の医用情報端末における既存の外部記憶媒体の情報を取得する端末情報取得手段と、前記
特定の医用情報端末からの前記医用情報の保存命令を受けて、前記医用情報の選択可能な
保存先として前記既存の外部記憶媒体及び前記監視手段から取得した後付けの前記外部記
憶媒体の情報を前記特定の医用情報端末に送信し、該医用情報端末の表示手段に表示させ
る表示制御手段と、前記表示された前記既存の外部記憶媒体又は前記後付けの外部記憶媒
体への前記医用情報の保存命令を受けて、該医用情報及び前記保存実行プログラムを前記
特定の医用情報端末へ送信し該保存実行プログラムを実行させることにより、前記医用情
報を前記既存の記憶媒体又は前記後付けの外部記憶媒体に保存させる送信保存手段と、を
備えたことを特徴とする。
【００１１】
　請求項５に記載の医用情報管理方法は、ネットワークを介して医用情報端末と接続され
、前記医用情報端末からの入力に応じた医用情報を送信するシンクライアント環境の医用
情報管理装置であり、前記医用情報端末に外部記憶媒体が装着された時に該医用情報端末
の識別情報及び該外部記憶媒体の情報を自己へ通知する監視プログラムとデータ保存を実
行させる保存実行プログラムと、前記医用情報とを記憶している前記医用情報管理装置を
、制御する医用情報管理方法であって、特定の医用情報端末へ前記監視プログラムを送信
する監視プログラム送信段階と、前記特定の医用情報端末における既存の記憶媒体の情報
を取得する端末情報取得段階と、前記特定の医用情報端末において前記監視プログラムを
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実行する段階と、前記特定の医用情報端末に前記外部記憶媒体が装着されたときに前記監
視プログラムから前記通知を受信する段階と、前記特定の医用情報端末からの前記医用情
報の保存命令を受けて、前記医用情報の選択可能な保存先として前記既存の記憶媒体及び
前記監視プログラムから通知された後付けの前記外部記憶媒体の情報を前記特定の医用情
報端末に送信し、該医用情報端末の表示手段に表示させる表示制御段階と、前記特定の医
用情報端末から前記表示された前記既存の記憶媒体又は前記後付けの外部記憶媒体への前
記医用情報の保存命令を受ける段階と、前記保存命令を受けて、前記医用情報及び前記保
存実行プログラムを前記特定の医用情報端末へ送信し、該保存実行プログラムを実行させ
前記医用情報を前記既存の記憶媒体又は前記後付けの外部記憶媒体に保存させる送信保存
段階と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に記載の医用情報管理装置及び請求項５に記載の医用情報管理方法によると、
操作者による操作によって医用情報管理装置側から医用情報端末に装着された外部記憶媒
体へ直接医用情報を保存することができる。これにより、外部記憶媒体への医用情報の保
存を効率的に行うことが可能となる。また、医用情報端末に装着された外部記憶媒体へ医
用情報を保存する場合でも、該医用情報を医用情報端末内部に保存する必要がないためセ
キュリティの弱体化を軽減することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
〔第１の実施形態〕
　以下、この発明の第１の実施形態に係る医用情報管理装置について説明する。図１は本
発明に係る医用情報管理装置の機能を表すブロック図である。
【００１４】
　図１に示すように、本実施形態に係る医用情報システムは、ネットワーク００１を介し
て、医用情報端末０１０と医用情報管理装置１００とが相互に通信可能に接続されている
。医用情報端末０１０は、ＰＣやワークステーションなどといった通常クライアントと呼
ばれる装置である。また、医用情報管理装置１００は通常サーバと呼ばれる装置である。
ここで、本実施形態では説明の都合上、医用情報端末０１０及び医用情報管理装置１００
がネットワーク００１上にそれぞれ１台ずつ接続されている構成としているが、この医用
情報端末０１０及び医用情報管理装置１００のネットワーク００１に接続可能な台数に特
に制限はない。そして、本実施形態に係る医用情報システムはシンクライアント環境を構
築している。すなわち、クライアントである医用情報端末０１０は、機能が限定されてお
り、ハードウェアの仕様も必要最低限度に限定されている。そして、データを使用した演
算処理などのデータ処理は医用情報管理装置１００などのサーバ側で行われる。
【００１５】
　医用情報管理装置１００は、上述したようにシンクライアント環境におけるサーバであ
る。医用情報管理装置１００は、図１に示すように、プログラム記憶部１０１、医用情報
記憶部１０２、監視部１０３、端末情報取得部１０４、表示制御部１０５、形式変換部１
０６、送信保存部１０７、及び統括制御部１０８で構成されている。ここで、点線で表わ
されるメディア記憶部１０９及び使用可能メディア識別部１１０は後述する第２の実施形
態で説明する。
【００１６】
　プログラム記憶部１０１は、ハードディスクやメモリなどの記憶媒体で構成されている
。プログラム記憶部１０１は、監視プログラム及び保存実行プログラムを予め記憶してい
る。このプログラム記憶部１０１が本発明における「プログラム記憶手段」にあたる。
【００１７】
　ここで、監視プログラムとは、医用情報端末０１０に送信され、医用情報端末０１０が
稼働しているバックグラウンドで実行されるプログラムである。そして、監視プログラム
が実行されている医用情報端末０１０へ外部記憶媒体０２０が装着（例えば、ＵＳＢメモ
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リの接続やＣＤの挿入など。）された時に、監視プログラムは医用情報端末０１０に外部
記憶媒体０２０が装着されたことを認知する手段（不図示）からの通知を受けることで、
外部記憶媒体０２０が装着されたことが認知できる。そして、監視プログラムは、外部記
憶媒体０２０が装着された通知を受けて、監視部１０３へ自己が実行されている医用情報
端末０１０の識別情報及び該医用情報端末０１０に装着された外部記憶媒体０２０の種類
及び場所（例えば、医用情報端末０１０におけるＵＳＢポートの番号など）を通知するよ
う規定されたプログラムである。この外部記憶媒体０２０の種類及び場所が本発明におけ
る、監視プログラムが通知する「外部記憶媒体の情報」にあたる。
【００１８】
　さらに、監視プログラムは、外部記憶媒体０２０が離脱されたときに、監視部１０３へ
自己が実行されている医用情報端末０１０の識別情報及び該医用情報端末０１０から離脱
された外部記憶媒体０２０の種類及び場所を通知するよう規定されていていることが好ま
しい。
【００１９】
　ここで、外部記憶媒体０２０とは光ディスク及びＵＳＢメモリなどの外付け（すなわち
、着脱可能である）の記憶媒体である。また、後述する医用情報端末０１０への光ディス
クの挿入やＵＳＢメモリの接続が本発明における外部記憶媒体０２０の「装着」にあたる
。すなわち、外部記憶媒体０２０は、医用情報端末０１０への装着及び離脱が可能である
。そして、図１では外部記憶媒体０２０が既に記載されており医用情報端末０１０と一点
鎖線で結ばれており、これは外部記憶媒体０２０が医用情報端末０１０へ装着及び離脱が
可能であることを表している。
【００２０】
　また、保存実行プログラムは、本実施形態ではスクリプト形式で記載されたプログラム
である。保存実行プログラムは、医用情報端末０１０に医用情報とともに送信され医用情
報端末０１０において自動で実行される。そして、保存実行プログラムは、同時に送られ
た医用情報を指定された外部記憶媒体０２０に保存するよう規定されたプログラムである
。
【００２１】
　医用情報記憶部１０２は、ハードディスクやメモリといった記憶媒体で構成されている
。医用情報記憶部１０２は、医用画像データやそれに付帯する付帯情報などの医用情報が
予め記憶されている。この医用情報記憶部１０２が本発明における「医用情報記憶手段」
にあたる。
【００２２】
　統括制御部１０８は、ＣＰＵなどで構成されている。統括制御部１０８は、各機能部間
のデータの受け渡しや、各機能部の動作のタイミングなどの制御を行っている。ここで、
実際には各機能部間でのデータの受け渡しは統括制御部１０８を介して行われるが、以下
では説明の都合上、統括制御部１０８を介さずに各機能部同士で直接データの送受信を行
っているように説明する場合がある。
【００２３】
　統括制御部１０８は、操作者による医用情報端末０１０の入力部０１３を利用した医用
情報端末０１０からのログイン要求の入力を受ける。ログイン要求には操作者の識別情報
（ＩＤやパスワードなど）及びログイン要求を出力してきた医用情報端末０１０の識別情
報（ＩＰアドレスやコンピュータ名など）が含まれている。統括制御部１０８は、複数の
操作者に対応した識別情報を記憶しており、ログイン要求に含まれる操作者の識別情報を
取得して、取得した識別情報が記憶している識別情報と一致した場合には該操作者に対し
医用情報端末０１０からのログインを許可する。統括制御部１０８は、ログインを許可し
た場合に、監視部１０３及び端末情報取得部１０４へ医用情報端末０１０の識別情報を出
力する。
【００２４】
　統括制御部１０８は、医用情報端末０１０からの医用情報の参照命令の入力を受ける。
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この参照命令には、医用情報の識別情報及び参照する医用情報端末０１０の識別情報が含
まれている。統括制御部１０８は、参照命令の入力を受けて表示制御部１０５へ指定され
た医用情報の識別情報及び医用情報端末０１０の識別情報ともに指定された医用情報の表
示命令を出力する。
【００２５】
　また、統括制御部１０８は、医用情報端末０１０からの医用情報の保存命令の入力を受
ける。保存命令には保存対象となる医用情報の識別情報及び保存先となる外部記憶媒体０
２０の情報（具体的には、外部記憶媒体０２０の種類、該外部記憶媒体０２０が装着され
ている医用情報端末０１０の識別情報、及びその医用情報端末０１０の装着されているポ
ートやドライブといった場所など）が含まれている。統括制御部１０８は、入力された保
存命令を基に、形式変換部１０６へ医用情報の識別情報及び保存先となる外部記憶媒体０
２０の識別情報を含む保存命令を出力する。さらに。統括制御部１０８は、入力された保
存命令を基に、送信保存部１０７へ、保存先となる医用情報端末０１０の識別情報及び保
存先となる外部記憶媒体０２０の場所の情報を含む保存命令を出力する。
【００２６】
　監視部１０３は、統括制御部１０８から医用情報端末０１０の識別情報の入力を受ける
。監視部１０３は、医用情報端末０１０の識別情報の入力を受けると、プログラム記憶部
１０１から監視プログラムを取得する。そして、監視部１０３は、医用情報端末０１０の
識別情報及び監視プログラムを医用情報端末０１０へ送信する。この監視部１０３が本発
明における「監視手段」にあたる。
【００２７】
　医用情報端末０１０へ送信された監視プログラムは、医用情報端末０１０に受信される
と自動的に実行され医用情報端末０１０が稼働しているバックグラウンドで動作する。そ
して、監視プログラムが医用情報端末０１０で実行された後に医用情報端末０１０に新し
く外部記憶媒体０２０が装着されると、監視プログラムは装着された外部記憶媒体０２０
の種類及び外部記憶媒体０２０が装着された場所（具体的には、例えば外部記憶媒体０２
０がＣＤやＤＶＤなどの光ディスク場合にはその光ディスクが挿入されたドライブのドラ
イブ名、外部記憶媒体０２０がＵＳＢメモリの場合には該ＵＳＢメモリが接続されたＵＳ
Ｂポート名を指す。）を取得する。そして、監視プログラムは取得した外部記憶媒体０２
０の種類及び外部記憶媒体０２０が装着された場所を監視部１０３に通知する。
【００２８】
　監視部１０３は、監視プログラムから外部記憶媒体０２０の種類及び外部記憶媒体０２
０が装着された場所を受信する。そして、監視部１０３は、表示制御部１０５へ外部記憶
媒体０２０の種類及び外部記憶媒体０２０が装着された場所を出力する。また、監視プロ
グラムが外部記憶媒体０２０の離脱も監視するよう規定されている場合、監視部１０３は
、外部記憶媒体０２０の離脱の情報を受けて、表示制御部１０５へ離脱の情報とともに外
部記憶媒体０２０の種類及び外部記憶媒体０２０の場所を出力する。
【００２９】
　端末情報取得部１０４は、統括制御部１０８から医用情報端末０１０の識別情報の入力
を受ける。そして、端末情報取得部１０４は、入力された医用情報端末０１０の識別情報
を基に、医用情報端末０１０へアクセスし既にログイン時に装着されている外部記憶媒体
０２０の種類及び該外部記憶媒体０２０が装着されている場所といった既存の外部記憶媒
体０２０の情報を取得する。つまり、既存の外部記憶媒体０２０とは操作者による医用情
報端末０１０からのログイン時に医用情報端末０１０に備わっている外部記憶媒体０２０
のことを指す。端末情報取得部１０４は、医用情報端末０１０の既存の記憶媒体の情報を
表示制御部１０５へ出力する。本実施形態では、医用情報端末０１０にＵＳＢメモリＡが
予め装着されていたとして説明する。すなわち、端末情報取得部１０４は、表示制御部１
０５へＵＳＢメモリＡの情報を出力する。この端末情報取得部１０４が本発明における「
端末情報取得手段」にあたる。
【００３０】
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　表示制御部１０５は、記憶領域（不図示）を有している。そして、表示制御部１０５は
、自己の記憶領域に医用情報表示画面の基本となるフォーマットを予め記憶している。医
用情報表示画面とは操作者が医用情報を参照したり、医用情報を外部記憶媒体に記憶させ
たりするときに使用する画面のことであり、図２に示すような画面である。図２は医用情
報を参照及び外部記憶媒体０２０に保存するときに使用する医用情報表示画面の一例の図
である。この表示制御部１０５が本発明における「表示制御手段」にあたる。
【００３１】
　ここで具体的に図２の医用情報表示画面を説明する。図２に示される画像２０１が参照
対象となる医用画像及び付帯情報を含む医用情報の画像である。そして、図形２０２が外
部記憶媒体０２０であるＣＤを表す。また、図形２０３が外部記憶媒体０２０であるＵＳ
ＢメモリＡを表し、図形２０４が外部記憶媒体０２０であるＵＳＢメモリＢを表す。そし
て、領域２０５は医用情報端末０１０に装着されている外部記憶媒体０２０を表す領域で
ある。ここで、表示制御部１０５が記憶している医用情報表示画面の基本となるフォーマ
ットは、図２に示す医用情報表示画面の外部記憶媒体０２０を表す領域２０５は固定して
おらず、入力を受けた外部記憶媒体０２０の情報を基に医用情報表示画面の外部記憶媒体
０２０を表す領域２０５の表示が生成される。
【００３２】
　そして、表示制御部１０５は、操作者による医用情報端末０１０からのログイン時に、
端末情報取得部１０４から医用情報端末０１０の既存の記憶媒体の情報の入力を受ける。
さらに、表示制御部１０５は、操作者による医用情報端末０１０からのログイン後、医用
情報端末０１０に外部記憶媒体０２０が接続された時に、監視部１０３から医用情報端末
０１０に装着された外部記憶媒体０２０の種類及び外部記憶媒体０２０が装着された場所
の入力を受ける。本実施形態では、上述したように、医用情報端末０１０に予めＵＳＢメ
モリＡが接続されており、操作者による医用情報端末０１０からのログイン後にＵＳＢメ
モリＢが医用情報端末０１０に接続され、さらにＣＤが医用情報端末０１０に挿入された
として説明する。
【００３３】
　表示制御部１０５は、統括制御部１０８から医用情報の表示命令を受ける。この表示命
令には、上述のように医用情報の識別情報及び表示先の医用情報端末０１０の識別情報が
付加されている。表示制御部１０５は、入力を受けた医用情報の識別情報を基に、医用情
報記憶部１０２を参照し、指定された医用情報を取得する。表示制御部１０５は、自己が
記憶している基本となるフォーマットに取得した医用情報を挿入する。すなわち、図２の
ように医用情報表示画面に画像２０１が挿入される。さらに、表示制御部１０５は、入力
された医用情報端末０１０に装着されている外部記憶媒体０２０の種類を基に、基本とな
るフォーマットの外部記憶媒体０２０を表す領域２０５に外部記憶媒体０２０を示す図形
を表示する。本実施形態では、操作者のログイン時には医用情報端末０１０にＵＳＢメモ
リＡが接続されているため、その時点で表示命令を受けた場合、表示制御部１０５は、図
２に示す医用情報表示画面の外部記憶媒体０２０を表す領域２０５にＵＳＢメモリＡを表
す図形２０３のみを挿入した状態の画面を医用情報表示画面として生成する。また、操作
者のログイン後に表示命令を受けた場合、表示制御部１０５は、図２に示すように医用情
報表示画面の外部記憶媒体０２０を表す領域２０５にＣＤを表す図形２０２、ＵＳＢメモ
リＡを表す図形２０３、及びＵＳＢメモリＢを表す図形２０４を挿入した状態の画面を医
用情報表示画面として生成する。そして、表示制御部１０５は、医用情報端末０１０の識
別情報を基に、生成した医用情報表示画面を医用情報端末０１０へ送信し、表示部０１２
に該医用情報表示画面を表示させる。ここで、本実施形態では外部記憶媒体０２０の表示
として図形を用いたが、これは外部記憶媒体０２０の種類などが判別できればよく、例え
ば記号や符号でもよい。
【００３４】
　また、監視プログラムが外部記憶媒体０２０の離脱も監視するよう規定されている場合
、表示制御部１０５は、監視部１０３から外部記憶媒体０２０の離脱の情報をうけて、該
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外部記憶媒体０２０の種類及び場所の情報を基に、離脱された外部記憶媒体０２０を削除
した医用情報表示画面を生成する。
【００３５】
　また、表示制御部１０５が既に医用情報を表示部０１２に表示している状態で医用情報
端末０１０に新たな外部記憶媒体０２０が装着された場合、監視部１０３から外部記憶媒
体０２０の装着の情報を受けて、表示制御部１０５は、表示している医用情報表示画面を
消去し、新たに装着された外部記憶媒体０２０を加えた医用情報表示画面を表示する構成
にすることがより好ましい。また逆に、表示制御部１０５が既に医用情報を表示部０１２
に表示している状態で医用情報端末０１０から外部記憶媒体０２０が離脱された場合、監
視部１０３から外部記憶媒体０２０の離脱の情報を受けて、表示制御部１０５は、表示し
ている医用情報表示画面を消去し、離脱された外部記憶媒体０２０を削除した医用情報表
示画面を表示する構成にすることがより好ましい。これにより、正確に装着されている外
部記憶媒体０２０の現状を反映することができるとともに、操作者は外部記憶媒体０２０
の装着が医用情報管理装置１００に正常に認識されたことが把握できる。
【００３６】
　形式変換部１０６は、外部記憶媒体０２０の種類毎及び保存方法毎に対応した医用情報
の変換方法を記憶している。例えば、ＣＤに保存する場合には画像データはＣＤドライブ
でリードライトが可能なＣＤイメージに変換され、ＵＳＢメモリに保存する場合には画像
データは単純な単体情報として読み書き可能な形式であるＥｘｐｏｒｔＤａｔａに変換さ
れる。この形式変換部１０６が本発明における「形式変換手段」にあたる。
【００３７】
　形式変換部１０６は、統括制御部１０８から医用情報の保存命令の入力を受ける。この
保存命令には、上述のように医用情報の識別情報、及び保存先の外部記憶媒体０２０の識
別情報が含まれている。本実施形態では、ＵＳＢメモリＢに保存する保存命令を受けたも
のとして説明する。形式変換部１０６は、入力された医用情報の識別情報を基に、医用情
報記憶部１０２を参照し対応する医用情報を取得する。そして、形式変換部１０６は、入
力された保存先の外部記憶媒体０２０の識別情報を基に自己が記憶している外部記憶媒体
０２０の種類毎及び保存方法毎に対応した医用情報の変換方法を参照し、指定された外部
記憶媒体０２０に対応する変換方法を取得し、該変換方法に基づいて取得した医用情報を
形式変換する。本実施形態ではＵＳＢメモリＢへの保存命令を受けているので、形式変換
部１０６は、取得した医用情報をＥｘｐｏｒｔＤａｔａに変換する。形式変換部１０６は
、形式変換した医用情報を送信保存部１０７へ出力する。
【００３８】
　送信保存部１０７は、統括制御部１０８から保存先の医用情報端末０１０の識別情報及
び保存先の外部記憶媒体０２０の場所の情報を含む保存命令の入力を受ける。また、送信
保存部１０７は、形式変換部１０６から、形式変換がなされた医用情報の入力を受ける。
この送信保存部１０７が本発明における「送信保存手段」にあたる。
【００３９】
　送信保存部１０７は、保存命令を受けてプログラム記憶部１０１から保存実行プログラ
ムを取得する。送信保存部１０７は、保存先となる外部記憶媒体０２０の場所の情報を保
存実行プログラムに加える。そして、送信保存部１０７は、入力された保存先の医用情報
端末０１０の識別情報及び保存先の外部記憶媒体０２０の場所の情報を基に、医用情報端
末０１０へ形式変換がなされた医用情報及び保存実行プログラムを送信する。
【００４０】
　保存実行プログラムは、医用情報端末０１０において自動的に実行される。そして、保
存実行プログラムは、同時に送られてきた形式変換された医用情報を保存先となる外部記
憶媒体０２０に保存する。本実施形態では、保存実行プログラムは、ＥｘｐｏｒｔＤａｔ
ａに変換された医用情報をＵＳＢメモリＢへ保存する。保存実行プログラムは、保存が完
了すると送信保存部１０７に保存終了の通知を行う。
【００４１】
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　送信保存部１０７は、保存実行プログラムからの保存終了の通知を受けて、医用情報端
末０１０に送信した保存実行プログラム及び医用情報を削除する。
【００４２】
　ここで、本実施形態では送信保存部１０７により、医用情報及び保存実行プログラムの
削除を行っているが、これは統括制御部１０８が行ってもよい。
【００４３】
　さらに、送信保存部１０７は、保存実行プログラムからの保存終了の通知を受けて、自
己が作成した形式変換した医用情報を削除する構成にしてもよい。これにより、医用情報
管理装置１００の記憶領域の空き容量の確保が可能となる。また、医用情報端末０１０か
ら保存成功の通知を受けた後に自己が作成した形式変換した医用情報を削除する構成にし
てもよい。これにより、万が一医用情報の保存に失敗しても、次の同じ医用情報の保存要
求に対して医用情報管理装置１００は形式変換を行う必要がなくなり、負荷を軽減するこ
とが可能となる。
【００４４】
　医用情報端末０１０は、上述したように機能や仕様が限定されたＰＣやワークステーシ
ョンなどといったクライアントと呼ばれる情報機器である。そして、医用情報端末０１０
は、ユーザインタフェース０１１及びプログラム実行部０１４を備える。ユーザインタフ
ェース０１１は、医用情報端末０１０を操作する医者などの操作者が参照する表示部０１
２及び操作者が情報（データ）の入力を行う入力部０１３を有している。さらに、医用情
報端末０１０は光ディスク（ＣＤやＤＶＤなど）を挿入するドライブを備えている。また
、医用情報端末０１０はＵＳＢメモリを接続するＵＳＢポート（ＵＳＢの差し込み口）を
備えている。
【００４５】
　プログラム実行部０１４は、入力された自動実行のプログラムを実行する。すなわち、
監視プログラムが入力された場合、プログラム実行部０１４は監視プログラムをバックグ
ラウンドで実行させる。また、保存実行プログラムが入力された場合、プログラム実行部
０１４は保存実行プログラムを実行させ入力された医用情報を指定された外部記憶媒体０
２０に保存させる。
【００４６】
　表示部０１２は操作者の医用情報管理装置１００へのログイン時には医用情報端末０１
０が予め記憶しているログイン画面を表示する。また、表示部０１２は、後述する医用情
報管理装置１００の表示制御部１０５からの制御を受けてサーバから送られてきた画面を
表示する。具体的には、表示部０１２は、医用情報管理装置１００の表示制御部１０５か
ら入力された図２に示すような医用情報表示画面を表示する。また、本実施形態では前述
のようにこのログイン画面を医用情報端末０１０に予め記憶させているが、このログイン
画面を医用情報管理装置１００の表示制御部１０５から送られてくる構成にしてもよい。
この表示部０１２が本発明における「表示手段」にあたる。
【００４７】
　入力部０１３は、キーボードやマウスなどの入力デバイスで構成されている。操作者は
表示部０１２に表示されたログイン画面を参照し、入力部０１３を使用して自己の識別情
報（ＩＤやパスワードなど）を入力する。入力部０１３で入力された操作者の識別情報は
医用情報管理装置１００の統括制御部１０８に送信される。また、操作者は、表示部０１
２に表示された図２に示す医用情報表示画面を参照し、入力部０１３を使用して保存する
外部記憶媒体０２０の種類及び場所並びに保存する医用情報を指定する。ここで、医用情
報端末０１０に表示される保存画面の保存先の対象となる装置は医用情報端末０１０のみ
である。本実施形態では、図２に示すように医用情報端末０１０に１つのＣＤと２つのＵ
ＳＢメモリが装着されている。操作者は、保存しようとする医用情報が表示部０１２に表
示されている状態で保存動作を行うとその表示されている医用情報を保存対象として指定
することになる。そして、操作者は、マウスなどを使用して医用情報表示画面に表示され
ている外部記憶媒体０２０のうち保存先とする外部記憶媒体０２０を指定する。例えば、
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本実施形態では、ＵＳＢメモリＢへ医用情報を保存しようとする場合、図形２０４をクリ
ックすることで保存先としてＵＳＢメモリＢを指定する。入力部０１３は、操作者により
指定された医用情報の識別情報、保存先の外部記憶媒体０２０の種類及び場所、並びに医
用情報管理装置１００の識別情報、を統括制御部１０８へ出力する。
【００４８】
　次に図３を参照して、本実施形態に係る医用情報管理装置１００における医用情報の保
存の動作について説明する。図３は本実施形態に係る医用情報管理装置１００における医
用情報の保存のフローチャートの図である。
【００４９】
　ステップＳ００１：医用情報端末０１０の表示部０１２に、医用情報管理装置１００へ
のログイン画面が表示される。
【００５０】
　ステップＳ００２：操作者は、医用情報端末０１０のユーザインタフェース０１１を用
いて医用情報管理装置１００の統括制御部１０８へ操作者の識別情報を入力する。
【００５１】
　ステップＳ００３：統括制御部１０８は、自己が予め記憶している操作者の識別情報を
参照し、入力された操作者の識別情報が記憶している操作者の識別情報に一致した場合ロ
グインを許可する。さらに、統括制御部１０８は、医用情報端末０１０の識別情報を端末
情報取得部１０４及び監視部１０３に入力する。
【００５２】
　ステップＳ００４：端末情報取得部１０４は、入力された医用情報端末０１０の識別情
報を基に、医用情報端末０１０にアクセスし医用情報端末０１０に既に装着されている外
部記憶媒体０２０の情報（外部記憶媒体０２０の種類及び場所）を取得する。
【００５３】
　ステップＳ００５：監視部１０３は、入力された医用情報端末０１０の識別情報を基に
、プログラム記憶部１０１から取得した監視プログラムを医用情報端末０１０へ送信する
。
【００５４】
　ステップＳ００６：監視プログラムは、送信された医用情報端末０１０において自動的
に実行が開始され、バックグラウンドで動作する。
【００５５】
　ステップＳ００７：操作者が医用情報端末０１０へ外部記憶媒体０２０を装着する。
【００５６】
　ステップＳ００８：監視プログラムは、装着された外部記憶媒体０２０の種類及び場所
を監視部１０３へ通知する。
【００５７】
　ステップＳ００９： 操作者は、医用情報端末０１０から特定の医用情報の表示要求を
医用情報管理装置１００の統括制御部１０８へ入力する。
【００５８】
　ステップＳ０１０：表示制御部１０５は、統括制御部１０８からの医用情報の表示要求
を受ける。そして、表示制御部１０５は、端末情報取得部１０４から取得した既存の外部
記憶媒体０２０の種類及び場所、並びに監視部１０３から取得したログイン後に接続され
た外部記憶媒体０２０の種類及び場所を基に、医用情報表示画面を作成する。
【００５９】
　ステップＳ０１１：表示制御部１０５は、作成した医用情報表示画面を医用情報端末０
１０に送信し表示部０１２に医用情報表示画面を表示させる。
【００６０】
　ステップＳ０１２：操作者は、医用情報端末０１０の表示部０１２に表示された医用情
報を参照して、入力部０１３を利用して医用情報管理装置１００の統括制御部１０８へ特
定の医用情報の保存命令を入力する。
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【００６１】
　ステップＳ０１３：形式変換部１０６は、統括制御部１０８から指定された医用情報の
識別情報及び保存先の外部記憶媒体０２０の種類を含む該医用情報の保存命令を取得する
。形式変換部１０６は、指定された医用情報を医用情報記憶部１０２から取得する。形式
変換部１０６は、取得した外部記憶媒体０２０の種類を基に、自己が記憶している外部記
憶媒体０２０の種類に対応する変換方法を参照し、指定された医用情報に対し形式変換を
行う。
【００６２】
　ステップＳ０１４：送信保存部１０７は、統括制御部１０８から保存先の医用情報端末
０１０の識別情報及び保存先の外部記憶媒体０２０の場所の入力を受ける。送信保存部１
０７は、形式変換部１０６から形式変換された医用情報を取得する。送信保存部１０７は
、プログラム記憶部１０１から保存実行プログラムを取得する。送信保存部１０７は、形
式変換された医用情報と外部記憶媒体０２０の場所を付加した保存実行プログラムとを医
用情報端末０１０へ送信する。
【００６３】
　ステップＳ０１５：保存実行プログラムは、送信された医用情報端末０１０において自
動的に実行され、指定された保存先の外部記憶媒体０２０へ指定された医用情報を保存す
る。
【００６４】
　ステップＳ０１６：送信保存部１０７は、医用情報端末０１０に存在する保存実行プロ
グラム及び医用情報を削除する。
【００６５】
　本実施形態では、外部記憶媒体０２０に対応した形式に医用情報の形式を変換したが、
医用情報が直接外部記憶媒体０２０に保存できる形式の場合には、形式変換部１０６を介
さずに送信保存部１０７が医用情報記憶部１０２から指定された医用情報を取得する構成
でもよい。
【００６６】
　以上で説明したように、本実施形態にかかる医用情報管理装置は医用情報端末に装着さ
れている外部記憶媒体を自動的に認識し、該外部記憶媒体への医用情報の保存命令を操作
者から受けて自動的に該外部記憶媒体へ指定された医用情報を保存する構成である。これ
により、本実施形態に係る医用情報管理装置は医用情報端末に装着された外部記憶媒体に
直接医用情報の保存を行うことが可能となる。したがって、本実施形態にかかる医用情報
管理装置により外部記憶媒体への医用情報の保存の効率の向上、及びセキュリティの弱体
化の軽減をすることが可能となる。
【００６７】
〔第２の実施形態〕
　以下、この発明の第２の実施形態に係る医用情報管理装置について説明する。本実施形
態に係る医用情報管理装置は、医用情報端末で動作しているＯＳ（オペレーションシステ
ム、例えば、ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）
、及びＵｎｉｘ（登録商標）など）の種類に応じて保存実行プログラムを選択し、該保存
実行プログラムを用いて医用情報端末に装着されている外部記憶媒体への指定された医用
情報の保存を実施する構成であることが第１の実施形態と異なる。そこで、以下の説明で
は、ＯＳの種類に応じた保存実行プログラムの選択を主に説明する。本実施形態に係る医
用情報管理装置の機能を表すブロック図も図１に記載されているブロック図で表わされる
。以下の説明では、第１の実施形態と同様の符号を有する機能部は特に説明のない限り同
様の機能を有するものとする。
【００６８】
　プログラム記憶部１０１は、ＯＳの種類に対応した保存実行プログラムを記憶している
。これは、スクリプトの記述形式がＯＳの種類によって異なるために、スクリプトとして
作成されている保存実行プログラムを複数のＯＳで動作させるためには、各ＯＳで動作可
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能な保存事項プログラムが必要とされるためである。
【００６９】
　端末情報取得部１０４は、操作者による医用情報端末０１０からのログイン時に、医用
情報端末０１０から既存の記憶媒体の情報を取得するとともに、医用情報端末０１０で動
作しているＯＳの種類の情報を取得する。
【００７０】
　統括制御部１０８は、指定された医用情報の保存命令を医用情報端末０１０から受け取
ると、端末情報取得部１０４から医用情報端末０１０で動作しているＯＳの種類の情報を
取得する。そして、統括制御部１０８は、送信保存部１０７へ医用情報端末０１０のＯＳ
の種類、保存先の医用情報端末０１０の識別情報及び保存先の外部記憶媒体０２０の場所
を出力する。
【００７１】
　送信保存部１０７は、統括制御部１０８から送信保存部１０７へ医用情報端末０１０の
ＯＳの種類、保存先の医用情報端末０１０の識別情報及び保存先の外部記憶媒体０２０の
場所の入力を受ける。また、送信保存部１０７は、形式変換部１０６から指定された外部
記憶媒体０２０の保存形式に形式変換された医用情報の入力を受ける。
【００７２】
　送信保存部１０７は、入力された医用情報端末０１０のＯＳの種類の情報を基に、プロ
グラム記憶部１０１を参照し、医用情報端末０１０のＯＳの種類に対応する保存実行プロ
グラムを選択し取得する。さらに、送信保存部１０７は、入力された保存先の外部記憶媒
体０２０の場所の情報を取得した保存実行プログラムに加える。
【００７３】
　送信保存部１０７は、形式変換された医用情報及び取得した医用情報端末０１０のＯＳ
の種類に対応する保存実行プログラムを、保存先の医用情報端末０１０の識別情報を基に
医用情報端末０１０へ送信する。
【００７４】
　保存実行プログラムは、医用情報端末０１０で動作しているＯＳ上において自動的に実
行される。そして、保存実行プログラムは、同時に送られてきた形式変換された医用情報
を保存先となる外部記憶媒体０２０に保存する。保存実行プログラムは、保存が完了する
と送信保存部１０７に保存終了の通知を行う。
【００７５】
　送信保存部１０７は、保存実行プログラムからの保存終了の通知を受けて、医用情報端
末０１０に送信した保存実行プログラム及び医用情報を削除する。
【００７６】
　以上で説明したように、本実施形態に係る医用情報管理装置は、ＯＳの種類に応じて実
行可能な保存実行プログラムを選択し、指定された医用情報端末で動作しているＯＳ上で
該保存実行プログラムを実行させ、医用情報端末に装着されている外部記憶媒体に指定さ
れた医用情報を保存する構成である。これにより、本実施形態に係る医用情報管理装置は
医用情報端末で動作しているＯＳの種類に依存することなく指定された医用情報を指定さ
れた外部記憶媒体に保存することが可能となる。したがって、外部情報記憶媒体への医用
情報の保存をより効率的に行うことが可能となる。
【００７７】
〔第３の実施形態〕
　以下、この発明の第３の実施形態に係る医用情報管理装置について説明する。本実施形
態に係る医用情報管理装置は、ログインした操作者に応じて保存先として指定できる外部
記憶媒体を制限することができる構成であることが第１の実施形態及び第２の実施形態と
異なる。そこで、以下の説明では、操作者に応じた保存先の外部記憶媒体の制限の構成を
主に説明する。本実施形態に係る医用情報管理装置の機能を表すブロック図も図１に記載
されているブロック図で表わされる。ただし、点線で囲まれた機能部が本実施形態におい
て、第１の実施形態及び第２実施形態に係る医用情報管理装置に新たに加えられた機能部
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である。以下の説明では、第１の実施形態及び第２実施形態と同様の符号を有する機能部
は特に説明のない限り同様の機能を有するものとする。
【００７８】
　メディア記憶部１０９は、ハードディスクやメモリなどの記憶媒体で構成されている。
操作者の識別情報に対応させて各操作者が使用可能な外部記憶媒体０２０を記憶している
。具体的には、メディア記憶部１０９は、例えば図４に示すようなテーブルを記憶してい
る。ここで、図４は操作者の識別情報に対応する使用可能な外部記憶媒体０２０の情報の
一例の図である。図４に示す操作者ＩＤ４０１が操作者の識別情報であり、使用可能メデ
ィア４０２が対応する操作者に使用が許可されている外部記憶媒体０２０の種類である。
たとえば、操作者ＩＤがＡＡＡである操作者は、ＣＤ、ＵＳＢ、及びＤＶＤの使用が許可
されている。このメディア記憶部１０９が本発明における「メディア記憶手段」にあたる
。
【００７９】
　統括制御部１０８は、医用情報端末０１０からのログイン要求を受けて、使用可能メデ
ィア識別部１１０に操作者の識別情報を出力する。以下では、統括制御部１０８は、医用
情報端末０１０から操作者ＩＤとして「ＣＣＣ」が入力されたとする。この場合、統括制
御部１０８は、操作者ＩＤ「ＣＣＣ」を使用可能メディア識別部１１０へ出力する。
【００８０】
　表示制御部１０５は、統括制御部１０８から医用情報の表示命令を受ける。そして、表
示制御部１０５は、端末情報取得部１０４から入力された操作者のログイン時に医用情報
端末０１０に既に装着されている外部記憶媒体０２０の種類の情報を使用可能メディア識
別部１１０へ出力する。また、表示制御部１０５は、監視部１０３から入力されたログイ
ン後に操作者により医用情報端末０１０へ装着された外部記憶媒体０２０の情報を使用可
能メディア識別部１１０へ出力する。本実施形態では、医用情報端末０１０に装着されて
いる外部記憶媒体０２０はＣＤおよび２つのＵＳＢメモリとする。すなわち、本実施形態
では、表示制御部１０５は、外部記憶媒体０２０の種類としてＣＤ及びＵＳＢメモリとい
う情報を使用可能メディア識別部１１０へ出力する。
【００８１】
　さらに、表示制御部１０５は、使用可能メディア識別部１１０から医用情報端末０１０
に装着されている各外部記憶媒体０２０のログインしている操作者による使用が許可され
ているメディアか否かを識別結果の入力を受ける。
【００８２】
　そして、表示制御部１０５は、入力を受けた医用情報の識別情報を基に、医用情報記憶
部１０２を参照し、指定された医用情報を取得する。表示制御部１０５は、自己が記憶し
ている基本となるフォーマットに取得した医用情報を挿入する。さらに、表示制御部１０
５は、入力された医用情報端末０１０に装着されている外部記憶媒体０２０の種類と使用
が許可されているメディアか否かの識別結果を基に、基本となるフォーマットの外部記憶
媒体０２０を表す領域に装着されている外部記憶媒体０２０を示す図形を表示する。さら
に、表示制御部１０５はログインしている操作者に使用が許可されていない種類の外部記
憶媒体０２０の図形に使用不可の情報を付加する。この使用不可の情報を使用が許可され
ていない種類の外部記憶媒体０２０の図形に付加することが、本発明における「操作者が
使用可能な前記外部記憶媒体を識別可能に」表示することにあたる。本実施形態では、後
述するように操作者ＩＤ「ＣＣＣ」を有する操作者に対してはＵＳＢの使用しか認められ
ていないため、図５のようにＣＤを表す図形５０１の上に使用不可の情報である図形５０
２が付加されている。そして、ＵＳＢメモリの使用は禁止されていないため、図形５０３
及び図形５０４には使用禁止の情報は付加されていない。ここで、図５は本実施形態に係
る医用情報管理装置１００の生成する医用情報表示画面を説明するための図である。この
ように、本実施形態では、表示制御部１０５は、図５に示すような画面を医用情報表示画
面として生成する。そして、表示制御部１０５は、医用情報端末０１０の識別情報を基に
、生成した医用情報表示画面を医用情報端末０１０へ送信し、表示部０１２に該医用情報
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表示画面を表示させる。ここで、本実施形態では外部記憶媒体０２０の表示及び使用不可
の情報の表示として図形を用いたが、これは外部記憶媒体０２０の種類及び使用の可否が
判別できればよく、例えば記号や符号でもよい。
【００８３】
　使用可能メディア識別部１１０は、統括制御部１０８から操作者の識別情報（ここでは
、操作者ＩＤ「ＣＣＣ」）の入力を受ける。さらに、使用可能メディア識別部１１０は、
表示制御部１０５から、外部記憶媒体０２０の種類の情報（ここでは、ＣＤ及びＵＳＢメ
モリ）を取得する。この使用可能メディア識別部１１０が本発明における「使用可能メデ
ィア識別手段」にあたる。
【００８４】
　使用可能メディア識別部１１０は、操作者の識別情報及び外部記憶媒体０２０の種類の
情報を基に、メディア記憶部１０９を参照し、入力された各外部記憶媒体０２０が該操作
者に使用が許可されているか否かを判断し、表示制御部１０５へ識別結果を出力する。本
実施形態では、使用可能メディア識別部１１０は、操作者ＩＤ「ＣＣＣ」を基にメディア
記憶部１０９を参照し、操作者ＩＤ「ＣＣＣ」の操作者に許可されている外部記憶媒体０
２０はＵＳＢメモリのみであることを把握する。そして、使用可能メディア識別部１１０
は、入力された外部記憶媒体０２０のうち、ＵＳＢメモリは使用が許可されているメディ
アであり、ＣＤは使用が許可されていないメディアであると判断する。
【００８５】
　このように、たとえば医用情報端末０１０にＣＤ及び２つのＵＳＢメモリが装着されて
いる場合、操作者に外部記憶媒体０２０の使用の制限がなければ図２のようにすべての外
部記憶媒体０２０が使用可能に表示されるが、例えば操作者にＣＤの使用の禁止という制
限がかかっている場合には、図５のように使用が許可されていないＣＤは使用禁止の情報
が付加されて表示されることになる。
【００８６】
　ここで、本実施形態では使用可能な外部記憶媒体０２０を識別可能に表示する方法とし
て、使用禁止の図形を付加したが、この識別可能に表示する方法は特に制限はなく、例え
ば、使用不可の外部記憶媒体０２０の図形を表示しない方法や、使用不可の外部記憶媒体
０２０をグレーアウトする方法でもよい。また、使用の禁止を確実にするために、使用禁
止の情報を付加するとともに使用不可の外部記憶媒体０２０を保存先として選択できない
ようにしておくことがより好ましい。
【００８７】
　以上で説明したように、本実施形態に係る医用情報管理装置は、操作者毎に使用できる
外部記憶媒体の種類を判断し、ログインしている操作者に使用が許可されている外部記憶
媒体を選択するようにできる構成である。これにより、各操作者に対するセキュリティを
強化することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本発明に係る医用情報管理装置のブロック図
【図２】医用情報を参照及び外部記憶媒体に保存するときに使用する医用情報表示画面の
一例の図
【図３】第１の実施形態に係る医用情報管理装置における医用情報の保存のフローチャー
トの図
【図４】操作者の識別情報に対応する使用可能な記憶媒体の情報の一例の図
【図５】第２の実施形態に係る医用情報管理装置の生成する医用情報表示画面を説明する
ための図
【符号の説明】
【００８９】
００１　ネットワーク
０１０　医用情報端末
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０１１　ユーザインタフェース
０１２　表示部
０１３　入力部
０１４　プログラム実行部
０２０　外部記憶媒体
１００　医用情報管理装置
１０１　プログラム記憶部
１０２　医用情報記憶部
１０３　監視部
１０４　端末情報取得部
１０５　表示制御部
１０６　形式変換部
１０７　送信保存部
１０８　統括制御部
１０９　メディア記憶部
１１０　使用可能メディア識別部

【図１】 【図３】
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